
金
融
商
品
販
売
法
の
施
行

近
年
、
金
融
取
引
へ
の
人
々
の
関
心

が
ま
す
ま
す
高
ま
る
半
面
、
多
様
で
複

雑
な
金
融
商
品
が
開
発
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
顧
客
の
金
融
商
品
に
関
す
る
知

識
の
不
十
分
さ
な
ど
か
ら
、
金
融
取
引

に
つ
い
て
の
ト
ラ
ブ
ル
が
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
の
た
め
、
二
十
一
世
紀
を

展
望
し
た
金
融
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
基

盤
整
備
の
一
環
と
し
て
、
金
融
サ
ー
ビ

ス
の
利
用
者
保
護
を
図
る
た
め
、
金
融

商
品
販
売
業
者
等
の
顧
客
に
対
す
る
説

明
義
務
、
説
明
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ

っ
て
生
じ
た
損
害
の
賠
償
責
任
を
民
法

の
特
例
と
し
て
定
め
る
等
の
措
置
を
講

じ
る
「
金
融
商
品
の
販
売
等
に
関
す
る

法
律
」（
以
下
、「
金
融
商
品
販
売
法
」
と

い
う
）
が
平
成
十
二
年
五
月
に
成
立
し
、

十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま

し
た
。

金
融
商
品
販
売
法
の
内
容

金
融
商
品
販
売
法
は
、
大
き
く
分
け

て
、
金
融
商
品
販
売
業
者
の
説
明
義
務

の
明
確
化
及
び
説
明
義
務
違
反
に
対
す

る
損
害
賠
償
責
任
に
関
す
る
規
定
と
、

金
融
商
品
販
売
業
者
の
勧
誘
の
適
正
の

確
保
に
関
す
る
規
定
の
二
つ
の
部
分
か

ら
な
り
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
幅
広
い
金
融
商
品
を

対
象
と
し
て
、
元
本
欠
損
が
生
ず
る
お

そ
れ
が
あ
る
旨
及
び
元
本
欠
損
を
生
ず

る
要
因
な
ど
の
重
要
事
項
に
つ
い
て
、

金
融
商
品
販
売
業
者
は
顧
客
に
説
明
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
や
、
金
融
商

品
販
売
業
者
が
顧
客
に
重
要
事
項
を
説

明
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
民
法
の
不
法

行
為
の
特
例
と
し
て
損
害
賠
償
責
任
を
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施策
の
紹介

消
費
者
行
政
に
お
け
る
各
省
庁
の
取
組

●
金
融
商
品
の
健
全
な
販
売

金
融
庁
の
消
費
者
行
政



負
い
、
元
本
割
れ
に
な
っ
て
い
る
額
が

そ
の
損
害
額
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
、
金

融
商
品
販
売
業
者
は
、
勧
誘
方
針
を
策

定
し
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

な
ど
が
定
め
ら
れ
ま
し
た
﹇
資
料
１
、

資
料
２
﹈。

金
融
商
品
販
売
法
と
消
費
者
契
約
法
　

金
融
商
品
販
売
法
と
同
じ
く
、
消
費

者
契
約
法
が
四
月
か
ら
施
行
さ
れ
ま
し

た
。
消
費
者
契
約
法
は
、
民
法
の
詐
欺
、

強
迫
の
要
件
を
消
費
者
契
約
に
限
っ
て

緩
和
す
る
と
と
も
に
、
抽
象
的
な
要
件

を
具
体
化
、
客
観
化
す
る
こ
と
で
消
費

者
が
不
当
な
勧
誘
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た

契
約
か
ら
容
易
に
離
脱
で
き
る
よ
う
に

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
広
く
消
費
者
契

約
全
般
に
わ
た
っ
て
事
業
者
と
消
費
者

を
区
別
し
、
消
費
者
の
利
益
を
守
る
た

め
の
ル
ー
ル
で
す
。
一
方
、
金
融
商
品

販
売
法
は
金
融
商
品
の
販
売
に
際
し
て

元
本
割
れ
の
可
能
性
等
の
リ
ス
ク
説
明

を
業
者
に
義
務
づ
け
、
こ
れ
に
違
反
し

た
場
合
に
元
本
割
れ
が
あ
っ
た
と
き
は

不
法
行
為
の
特
則
と
し
て
業
者
が
損
害

賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
を
通
じ
て
、
顧

客
の
保
護
を
図
る
も
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
両
法
律
は
適
用
範
囲
、

保
護
対
象
者
、
法
律
の
適
用
場
面
、
効

果
等
が
異
な
り
、
重
ね
て
適
用
さ
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
﹇
表
１
﹈。

金
融
商
品
販
売
法
の
施
行
に
伴
い
、

様
々
な
金
融
商
品
の
販
売
・
勧
誘
を
行

う
業
者
の
果
た
す
役
割
は
ま
す
ま
す
重

要
に
な
り
ま
す
。
個
別
の
金
融
商
品
ご

と
に
説
明
す
べ
き
内
容
や
説
明
の
方

法
、
勧
誘
方
針
に
盛
り
込
む
べ
き
内
容

や
公
表
の
方
法
、
法
令
な
ど
の
遵
守
に

つ
い
て
の
従
業
員
に
対
す
る
教
育
・
研

修
な
ど
、
本
法
律
の
趣
旨
を
踏
ま
え
た

各
業
者
の
実
務
面
に
お
け
る
日
常
的
な

取
組
は
大
変
重
要
で
す
。
ま
た
、
金
融

商
品
を
選
ぶ
に
当
た
っ
て
は
、
前
述
の

特集
消費者行政
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　21世紀を展望した金融サービスに関する基盤整備の一環として、金融サービスの�
利用者保護を図るため、金融商品販売業者の顧客に対する説明義務、説明しなかっ�
たことによって生じた損害の賠償責任を民法の特例として定める等の措置を講じる。�

金融商品販売業者の説明義務の明確化及び説明義務違反に対する損害賠償責任�

1. 金融商品販売業者の説明義務の明確化�
�
　（1）金融商品については、預貯金、信託、保険、有価証券等を幅広く対象とし、今�
　　　 後登場する新しい商品等については政令で定める。�
　（2）金融商品販売業者に対し、次のような金融商品の有するリスク等に係る重要事�
　　　 項の説明を義務づける。�
　　　　①元本欠損が生ずるおそれがある旨及び元本欠損を生じる次の要因�
　　　　　・金利、通貨の価格、有価証券市場における相場その他の指標に係る変動�
　　　　　・金融商品販売業者等の業務又は財産の状況の変化�
　　　　　・その他政令で定める事由�
　　　　②権利行使期間の制限又は解約期間の制限�
　（3）説明義務を負う者は、取次ぎ・媒介・代理を行う者も含む。�
　（4）顧客が金融商品販売業者である場合や、顧客が説明を要しない旨の意思の表明�
　　　　をした場合は、説明は不要。�

金融商品販売業者の勧誘の適正の確保�

1. 金融商品販売業者は、勧誘の適正の確保に努めなければならない旨規定。�
�
2. 金融商品販売業者は、次の事項を含む勧誘方針を策定・公表しなければならない。�
�
　（1）勧誘の対象となる者の知識、経験及び財産の状況に照らして配慮すべき事項�
　（2）勧誘の方法及び時間帯に関し、勧誘の対象となる者に配慮すべき事項�
　（3）その他勧誘の適正の確保に関する事項�
�
3. 上記2. に違反した金融商品販売業者は、過料に処する。�
�
●本法律は、平成13年4月1日から施行。�

2. 説明義務違反に対する損害賠償責任�
�
　　金融商品販売業者が顧客に重要事項を説明しなかったときは、損害賠償責任を負う�
　　ものとし、元本欠損額をその損害額と推定する。�
�
　（注1）現行では、不法行為による損害賠償責任（民法709条）で争われてきたが、業�
　　　　　者の説明義務の有無、損害の因果関係について原告が立証責任を負っており、�
　　　　　裁判が長期化する傾向があると言われてきた。�
　　　　 （参考）民法709条（不法行為による損害賠償責任）�
　　　　　　　　 故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シ�
　　　　　　　　 タル損害ヲ賠償スル責ニ任ス�
　（注2）本法律によって、説明義務を法定し、原告（顧客）の因果関係の立証責任を�
　　　　　転換することにより、原告の立証責任の軽減が図られることとなる。�
　　　　　なお、原告は、民法709条による損害賠償請求を行うことも可能。�

［資料１］金融商品の販売等に関する法律の概要�

※
金
融
商
品
販
売
法
の
内
容
に
つ
い
て
は
、『
時
の
動
き
』
一
月
号
・
96
ペ
ー
ジ
で
も
詳
し
く
紹
介
し
て
い
ま
す
。



─18─時の動き●2001.5

ポ
イ
ン
ト
に
よ
く
注
意
し
て
買
い
求
め

る
こ
と
が
大
切
で
す
。

金
融
庁
で
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
解

説
記
事
を
紹
介
し
て
い
る
ほ
か
、
各
財

務
局
で
も
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
な
ど

を
通
じ
て
金
融
商
品
販
売
法
の
趣
旨
の

周
知
に
努
め
て
い
ま
す
。

な
お
、
金
融
商
品
に
関
す
る
問
い
合

わ
せ
や
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
は
、
お
近
く
の

金
融
機
関
団
体
な
ど
の
窓
口
で
も
受
け

付
け
て
い
ま
す
。

金
融
ト
ラ
ブ
ル

連
絡
調
整
協
議
会

実
際
に
金
融
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
と

き
は
、
裁
判
で
の
解
決
が
考
え
ら
れ
ま

す
。
し
か
し
、
裁
判
に
は
費
用
負
担
の

重
さ
、
審
理
期
間
の
長
さ
等
の
限
界
が

あ
り
、
ま
た
、
金
融
取
引
の
特
性
を
十

分
に
考
慮
に
入
れ
た
解
決
を
図
る
た
め

に
も
、
各
業
界
団
体
・
自
主
規
制
機
関

が
設
置
す
る
相
談
窓
口
な
ど
の
裁
判
外

紛
争
処
理
制
度
の
利
用
も
有
効
な
手
段

の
一
つ
と
な
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、金
融
審
議
会
答
申（
平
成

十
二
年
六
月
）で
は
、
金
融
分
野
に
お
け

る
裁
判
外
紛
争
処
理
制
度
の
改
善
に
つ

な
げ
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
早
急
に
実

施
す
べ
き
と
さ
れ
た
事
項
の
着
実
な
実

施
を
担
保
す
る
と
と
も
に
、
業
態
の
枠

を
超
え
た
情
報
・
意
見
交
換
な
ど
を
行

う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
金
融
ト
ラ
ブ

ル
連
絡
調
整
協
議
会
の
設
置
が
提
言
さ

れ
ま
し
た
。

【
金
融
審
議
会
答
申
に
お
い
て
早
急
に

実
施
す
べ
き
と
さ
れ
た
事
項
】

①
個
別
紛
争
処
理
に
お
け
る
機
関
間
連

携
の
強
化

②
苦
情
・
紛
争
処
理
手
続
の
透
明
化

③
苦
情
・
紛
争
処
理
事
案
の
フ
ォ
ロ
ー

ア
ッ
プ
体
制
の
充
実

④
苦
情
・
紛
争
処
理
実
績
に
関
す
る
積

極
的
公
表

⑤
広
報
活
動
を
含
む
消
費
者
ア
ク
セ
ス

の
改
善

こ
の
答
申
を
踏
ま
え
、
平
成
十
二
年

九
月
に
消
費
者
行
政
機
関
、
消
費
者
団

体
、
業
界
団
体
・
自
主
規
制
機
関
、
弁

［資料2］金融商品の販売等に関する法律の意義�

◯投資信託、デリバティブ、ワラント等、多様な金融商品の普及�
◯知識・情報の乏しい利用者に対し、業者の説明が不十分�

金融商品の販売・勧誘をめぐるトラブル�

◯業者に対する業務上の規制�

・利用者自身の救済規定なし�
・業法のない商品は対象外�

◯裁判による救済�不法行為による損害賠償責任（民法709条）�

これまでの対応と問題点�

問題点�

・業者の説明義務の有無、損害の因果関係について原告に立証責任�問題点�

利用者保護のための立法（金融商品の販売等に関する法律）�

◯金融商品横断的な説明義務の明確化� ・利用者への適切な説明の確保�
・円滑な取引（業者にもメリット）�

◯説明義務違反の場合の損害賠償責任�
　（立証責任の転換）�

・裁判の迅速化（原告の立証負担の軽減）�

◯販売業者に、勧誘の適正の確保に関�
　する方針の策定・公表の義務づけ�

・勧誘の適正を確保するための業者の自主的�
　努力の促進�



護
士
会
、
学
識
経
験
者
及
び
金
融
当
局

に
よ
り
構
成
さ
れ
る
金
融
ト
ラ
ブ
ル
連

絡
調
整
協
議
会
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
、
個
別
紛
争
処
理
に
お
け

る
機
関
間
連
携
の
強
化
、
苦
情
・
紛
争

処
理
手
続
の
透
明
化
及
び
苦
情
・
紛
争

処
理
事
案
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
に
つ
い

て
議
論
が
行
わ
れ
、
こ
の
う
ち
、
機
関

間
の
連
携
強
化
に
つ
い
て
は
、
現
在
行

わ
れ
て
い
る
取
組
や
、
連
携
の
際
の
問

題
点
な
ど
に
つ
い
て
議
論
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

ま
た
、
苦
情
・
紛
争
処
理
の
透
明
化

の
現
状
に
つ
い
て
は
、
業
界
団
体
・
自

主
規
制
機
関
に
対
し
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

が
実
施
さ
れ
、
そ
の
結
果
か
ら
、
各
裁

判
外
紛
争
処
理
機
関
に
お
い
て
手
続
の

整
備
に
向
け
た
努
力
が
な
さ
れ
て
い
る

一
方
で
、
金
融
審
議
会
答
申
等
で
求
め

ら
れ
て
い
る
明
確
な
規
則
の
策
定
並
び

に
当
該
規
則
の
公
開
及
び
申
立
者
に
対

す
る
説
明
等
が
必
ず
し
も
す
べ
て
の
団

体
に
お
い
て
実
施
さ
れ
て
い
な
い
実
態

が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

金
融
ト
ラ
ブ
ル
連
絡
調
整
協
議
会
で

は
こ
の
現
状
を
踏
ま
え
、
苦
情
・
紛
争

処
理
規
則
等
の
モ
デ
ル
の
策
定
を
目
的

と
し
た
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
を
設
置

し
、議
論
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

さ
ら
に
、
苦
情
・
紛
争
処
理
事
案
の

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
に
つ
い
て
は
、
委
員

を
対
象
と
し
て
実
施
し
た
フ
ォ
ロ
ー
ア

ッ
プ
の
在
り
方
及
び
現
状
に
関
す
る
ア

ン
ケ
ー
ト
結
果
を
踏
ま
え
、
今
後
さ
ら

に
取
組
が
必
要
と
さ
れ
る
事
項
な
ど
の

検
討
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

今
後
、
金
融
審
議
会
答
申
に
お
い
て

早
急
に
実
施
す
べ
き
と
さ
れ
た
事
項
④

及
び
⑤
に
つ
い
て
も
議
論
を
行
う
こ
と

に
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
金
融
ト
ラ
ブ
ル
連
絡
調
整
協

議
会
は
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ご

希
望
の
方
は
傍
聴
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
傍
聴
の
た
め
の
手
続
は
、
金
融
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
議
事
要
旨
及
び
配
布
資
料
も
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
上
に
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で

併
せ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

（
金
融
庁
）

特集
消費者行政
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［表1］金融商品販売法と消費者契約法の関係�

金融商品の販売に係る契約�

①重要事項に関して事実と異なることを告げ�
　た場合�
②不確実な事項について断定的な判断を提供�
　した場合�
③不利益な事実を故意に告げなかった場合�
④不退去、監禁の場合�
　（重要事項）�
　・質、用途その他の内容�
　・対価その他の取引条件�

重要な事項の説明義務に違反した場合�
（重要事項）�
　①元本欠損を生ずるおそれの有無及びその�
　　要因�
　②権利行使期間の制限等�

適 　 用 　 範 　 囲 �

金 融 商 品 販 売 法 � 消 費 者 契 約 法 �

金融商品の販売を含む、事業者と消費者との契�
約全般�

個人及び事業者（金融商品販売業者等を除く）�保護対象とされる者�

法律が適用される場合�

個人�

損害賠償�効　　　　　　　果�

立 　 証 　 責 　 任 �

契約の取消し�

損害及び加害者を知ったときから３年、不法�
行為のときから２０年�時　　　　　　　　効� 追認できるときから６か月、契約の締結のと�

きから５年�

不法行為の特則�民 法 と の 関 係 � 意思表示の瑕疵（詐欺、強迫等）の特則�

説明がなかったことを立証すれば、説明をし�
なかったことによって損害が生じたという因�
果関係は推定される�
（原告の立証責任の軽減）�

民法の原則どおり、原告に立証責任�

（注）消費者契約法では、説明義務は努力規定�
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